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基準１０ 財務 

（１）観点ごとの分析 

観点１０－１－①：学校の目的に沿った教育活動を安定して遂行できる資産を有しているか。また，

債務が過大ではないか。 

（観点に係る状況）本校における平成16年度末の財産額は，現金・預金約157百万円，不動産（土地・

建物・構築物）約6,798百万円，動産（車両運搬具・工具器具備品等）約240百万円である。また，

債務額（未払金・未払費用）は117百万円であり，長期・短期借入金は０円である（資料10－１－①

－１及び２）。 

（分析結果と根拠理由）相応である。本校における資産は，学校の教育活動を遂行するうえで不足は

ない。また，債務額については，保有している現金・預金で支払いが可能であり，長期・短期借入

金もないことから，教育活動の遂行に支障はない。 

資料10－１－①－１：固定資産の状況 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：会計課作成資料） 

 

資料10－１－①－２：貸借対照表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：会計課作成資料） 
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観点１０－１－②：学校の目的に沿った教育活動を安定して遂行するための，経常的収入が継続的に

確保されているか。 

（観点に係る状況）本校における平成17年度経常的収入は，授業料，検定料，入学料のほか，雑収入

を合わせて年額300,371千円が見込まれている。また，事業遂行に要する経費から収入額を差し引い

たものが「運営費交付金」として措置され，平成17年度は1,229,099千円が配分される予定である

（資料10－１－②－１）。外部資金も科学研究費補助金等の競争的研究費をはじめ（資料10－１－

②－２），地域企業等との共同研究・受託研究，寄附等を通じて毎年獲得している（資料10－１－

②－３）。なお，中期計画の期間中は毎事業年度毎に１％の業務の効率化が求められていることか

ら，今後はより一層の業務の効率化・経費の節約削減に努め，１％コスト削減の徹底を図る必要が

ある（後出資料10－２－②－１）。 

（分析結果と根拠理由）相応である。当校への志願者数は定員の約２倍，入学者数も定員以上を確保

しており（資料10－１－②－４），経常的収入は安定している。また，外部資金についても増加傾

向にある。 

資料10－１－②－１：平成17年度予算配分表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：会計課作成資料） 

 

資料10－１－②－２：科学研究費補助金の推移 

 

 

 

（出典：庶務課作成資料） 
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資料10－１－②－３：収入・支出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：会計課作成資料） 

 

 

資料10－１－②－４：入試関係受験者等推移 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生課作成資料） 

観点１０－２－①：学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支に係る計画

等が策定され，関係者に明示されているか。 

（観点に係る状況）本校の教育活動を遂行するにあたり，財務面を含めた総合的な計画として沼津工

業高等専門学校中期計画が定められており（資料 10－２－①－１），教職員に周知されている。ま

た，施設整備計画が策定されている（前出資料８－１－①－３及び９）。 

（分析結果と根拠理由）相応である。財務面を含めた中期計画及び施設整備計画が策定されており，

それぞれ関係者に周知されている。 
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資料10－２－①－１：沼津工業高等専門学校中期計画（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：沼津工業高等専門学校中期計画） 

観点１０－２－②：収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

（観点に係る状況）本校における平成 16 年度の収入・支出の状況は，次のとおりである（前出資料 10

－１－②－３）。なお，中期計画の期間中は毎事業年度毎に１％の業務の効率化が求められている

ことから，今後はより一層の業務の効率化・経費の節約削減に努め，１％コスト削減の徹底を図る

必要がある（資料 10－２－②－１）。 

（分析結果と根拠理由）相応である。前出資料 10－１－①－２により，過大な支出超過にはなってい

ないと判断できる。 
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資料10－2－②－1：経費の節減策 
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（出典：事務連絡会資料17.4.7） 

観点１０－２－③：学校の目的を達成するため，教育活動等（必要な施設・設備の整備を含む。）に

対し，適切な資源配分がなされているか。 

（観点に係る状況）予算配分については，総務委員会において予算配分方針及び学内支出予算配分案

を審議・決定している（資料 10－２－③－１～４）。配分方針の作成にあたっては，中期計画の内

容を重視している。なお，校長裁量経費についても，各学科等のヒヤリングを実施するなど，必要

性等を考慮のうえ，決定している（資料 10－２－③－５及び６）。なお，中期計画の期間中は毎事

業年度毎に１％の業務の効率化が求められていることから，今後はより一層の業務の効率化・経費

の節約削減に努め，１％コスト削減の徹底を図る必要がある（前出資料 10－２－②－１）。 

（分析結果と根拠理由）相応である。予算配分方針が明示され，合議により配分案を決定しており，

各学科・委員会等において中期計画を踏まえつつ，事業の展開が図られている。 

資料10－２－③－１：平成16年度総務委員会議事録（抜粋） 
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（出典：総務委員会議事要録） 

 

資料10－２－③－２：平成17年度学内支出予算配分方針 
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（出典：総務委員会会議資料） 
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資料10－2－③－３：学科等配分予算総括表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務委員会会議資料） 
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資料10－2－③－4：平成17年度学内支出予算配分一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務委員会会議資料） 
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資料10－2－③－5：校長リーダーシップ経費の配分基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務委員会会議資料） 
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資料10－2－③－6：平成16年度校長リーダーシップ経費の採択一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：総務委員会会議資料） 
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観点１０－３－①：学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

（観点に係る状況）学校を設置する独立行政法人国立高等専門学校機構の財務諸表は，官報において

公表されることとなっている（資料 10－３－①－１）。 

（分析結果と根拠理由）相応である。学校を設置する法人である独立行政法人国立高等専門学校機構

の財務諸表は，官報において公表されることとなっている。 

  なお，当校の財務諸表等は，当校ウェブサイトにおいて適正に公表されている（資料10－３－①

－２）。 

資料10－3－①－１：独立行政法人通則法第38条第4項 

（財務諸表等）  
第三十八条  独立行政法人は，毎事業年度，貸借対照表，損益計算書，利益の処分又は損失の処理に関する書

類その他主務省令で定める書類及びこれらの附属明細書（以下「財務諸表」という。）を作成し，当該事業

年度の終了後三月以内に主務大臣に提出し，その承認を受けなければならない。  

２  （略）  

３  （略） 

４  独立行政法人は，第一項の規定による主務大臣の承認を受けたときは，遅滞なく，財務諸表を官報に公告

し，かつ，財務諸表並びに第二項の事業報告書，決算報告書及び監事の意見を記載した書面を，各事務所に

備えて置き，主務省令で定める期間，一般の閲覧に供しなければならない。 

（出典：会計課） 

 

 

資料10－3－①－２：公式ウェブサイトにおける公表（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：本校公式ウェブサイト） 

http://www.numazu-ct.ac.jp/NctJpg/gaiyou_frm.htm 
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観点１０－３－②：財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

（観点に係る状況）本校の財務に対しては，外部の監査法人による監査のほか，独立行政法人国立高

等専門学校機構本部による監査，他高専との相互監査などが行われている（資料 10－３－②－１及

び２）。なお，今後は学内での内部監査をより一層充実する必要がある。 

（分析結果と根拠理由）相応である。数種類の監査が毎年行われている。 

資料10－３－②－１：会計検査・会計監査の受検状況 

 

 

 

 

 

 

（出典：会計課作成資料） 

 

資料10－３－②－２：機構本部監査人監査の状況 
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 (出典：中央青山監査法人通知） 
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（２）優れた点及び改善を要する点   

（優れた点）特になし。 

（改善を要する点）特になし。 

 

（３）基準１０の自己評価の概要 

  資産状況については，学校の目的に沿った教育活動を安定的に遂行するに必要な財産額を確保し

ており，また，債務額については，保有している現金・預金で支払いが可能であり，長期・短期借

入金もないことから，教育活動の遂行に支障はなく，適切である。 

 入学志願者数は定員の 2.0 倍，入学者数も定員以上を確保していることから，授業料・検定料・入

学料とも安定的に収納しており，経常的収入については適正である。また，共同研究・受託研究にか

かる外部資金の獲得についても積極的に取組んでいることから増加傾向にあり適切である。 

  収支にかかる計画等については，財務面を含めた中期計画及び施設整備計画が策定されており，

各々の計画が教職員に周知されており適切である。 

  支出に見合う収入として，授業料・検定料・入学料・外部資金・雑収入のほか，機構本部から運

営費交付金が措置されており，また，支出超過にはなっておらず，収支状況については，安定した

財務基盤が確保されている。なお，中期計画の期間中は毎事業年度毎に１％の業務の効率化が求め

られていることから，今後はより一層の業務の効率化・経費の節約削減に努め，１％コスト削減の

徹底を図る必要がある。 

 予算の配分については，中期計画を踏まえた配分方針及び配分案を策定のうえ総務委員会において

審議・決定を行なう等，適切に配分・執行している。また，校長リーダーシップ経費の配分について

も，中期計画を踏まえつつ，配分基準に基づき申請のあった各学科等のヒヤリングを実施のうえ，適

切に配分・執行している。 

  当校の財務諸表等は，公式ウェブサイトにおいて適正に公表されている。 

  財務にかかる会計監査等については，平成 16 年度において会計監査人監査及び東海・北陸地区高

専相互間会計監査を受検し，適切な会計指導を受けている。なお，今後は学内での内部監査をより

一層充実する必要がある。 

 

 

 


